
○ 申請・届出等行政手続のオンライン化に資するため、第三者による情報の改ざんの防止・
　 通信相手の確認を行う、高度な個人認証サービスを全国どこに住んでいる人に対しても　
　 安い費用で提供する制度を整備するもの。
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１　趣　旨

①希望者に対する電子証明書の発行

　 希望者は、市町村の窓口で都道府県知事の発行する電子証明書の提供を受けることが可能。

②電子証明書の失効情報の提供
電子署名と電子証明書が付された申請・届出等を受信した行政機関等（署名検証者）から

　の要請に対し、都道府県知事はその電子証明書が失効リストに載っているかどうかを確認。

③個人情報の保護

　取り扱う利用者の個人情報を厳重かつ適切に保護（認証業務等に関して知り得た個人情報
　の他目的利用の禁止、セキュリティ対策の実施義務、厳重な守秘義務、利用者に自己の個
　人情報の開示・訂正及び苦情処理を保障）。

④指定認証機関

　証明書発行・失効情報提供の業務を複数の都道府県で共同処理するため、都道府県知事は
　大臣の指定する者（指定認証機関）に委託することが可能。
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２　規定事項

「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」
（公的個人認証法）のポイント

　　○ 一部を除き、公布の日（平成１４年１２月１３日）から起算して２年を超えない範囲内に
　 おいて政令で定める日から施行。

３　施　行

総務省提供資料　


